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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）（
消
防
防

災
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

二 

内
容 

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
同
法
の
引
用
条
項
の
繰
下
げ
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、

規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



条 
 

例 

埼
玉
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
災
害
対
策
本
部
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

           

埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
バ
レ
エ
ア
カ
デ
ミ
ー
バ
レ
エ
団 

三 

代
表
者
の
氏
名 

西
田 

賀
成 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
岩
岡
町
二
百
八
十
一
番
地
十
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、
古
典
と
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
の
薫
り
高
き
芸
術
の
創
造

活
動
を
通
じ
て
バ
レ
エ
芸
術
の
普
及
に
つ
と
め
、
幅
広
く
国
内
の
希
望
者
を
募
り
芸
術
作
品
を

創
造
す
る
と
共
に
、
明
日
を
担
う
舞
踊
手
、
振
付
家
の
育
成
と
援
助
を
行
い
、
も
っ
て
文
化
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ニ
ッ
ク
障
害
及
び
そ
の
他
疾
患
支
援
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

葛
西 

進 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
狭
山
市
柏
原
二
千
五
百
二
十
番
地
の
百
九
十
二 

狭
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
六
十
六
‐ 

 

三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
パ
ニ
ッ
ク
障
害
を
始
め
、数
あ
る
精
神
的
疾
患
や
社
会
的
認
知
度
の
低
い
病
気
、

自
然
災
害
な
ど
か
ら
受
け
た
心
的
外
傷
な
ど
で
苦
し
む
人
た
ち
の
総
合
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
行

い
、
正
し
く
医
療
機
関
を
受
診
し
、
早
期
に
日
常
生
活
を
行
え
る
よ
う
、
精
神
面
、
実
働
面
で

も
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。 

 
 

こ
れ
ら
疾
患
の
社
会
的
認
知
が
低
い
た
め
、
こ
の
法
人
は
社
会
全
体
へ
の
啓
蒙
活
動
を
総
合

的
に
行
い
、
こ
れ
ら
疾
患
に
苦
し
む
人
た
ち
へ
の
理
解
、
雇
用
の
安
定
を
訴
え
て
い
く
。
ま
た

難
病
な
ど
の
介
護
を
し
て
い
る
家
族
な
ど
へ
の
心
の
ケ
ア
も
行
っ
て
い
く
。
病
の
悩
み
を
軽
減

し
、
数
少
な
い
同
じ
疾
患
症
状
者
がweb

上
で
懇
親
会
な
ど
を
行
い
、
悩
み
相
談
、
想
い
の
共

有
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
寛
解
に
向
か
う
た
め
の
勇
気
を
持
っ
て
も
ら
う
。
音

楽
や
芸
術
な
ど
文
化
的
な
鑑
賞
、
実
演
習
得
な
ど
で
、
こ
れ
ら
症
状
の
根
本
で
あ
る
ス
ト
レ
ス
、

及
び
精
神
的
外
傷
を
軽
減
し
、
生
活
安
定
の
向
上
を
図
る
。
当
法
人
の
継
続
的
な
目
標
と
し
て

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
三
号



日
本
社
会
全
体
が
、
目
に
見
え
な
い
精
神
的
な
病
へ
の
理
解
と
認
知
を
図
り
、
こ
れ
ら
疾
患
に

苦
し
む
人
た
ち
が
安
心
し
て
社
会
生
活
を
送
れ
る
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 



告告告告

    
    

示示示示

    

    

都

市

計

画

法

(

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

)

第

五

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

都

市

計

画

事

業

を

認

可

し

た

の

で

、

同

法

第

六

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

次

の

と

お

り

告

示

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

八

月

十

七

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

知

事

 

上

 

田

 

清

 

司

 
 

 
 

一

 

施

行

者

の

名

称

 

 
 

狭

山

市

 

二

 

都

市

計

画

事

業

の

種

類

及

び

名

称

 

 
 

狭

山

都

市

計

画

道

路

事

業

三

・

五

・

十

五

号

 

狭

山

市

駅

上

諏

訪

線

 

三

 

事

業

施

行

期

間

 

 
 

平

成

二

十

四

年

八

月

十

七

日

か

ら

平

成

三

十

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

四

 

事

業

地

 

 

イ

 

収

用

の

部

分

 

 
 

 

埼

玉

県

狭

山

市

入

間

川

四

丁

目

及

び

鵜

ノ

木

地

内

 

 

ロ

 

使

用

の

部

分 

 
 

 

な

し 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号
で
告
示
し
た
川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

川
島
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
川
島
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
五
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

越
谷
都
市
計
画
事
業
武
蔵
野
操
車
場
跡
地
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
七
号



１ 購入等件名及び数量  

  警察ネットワーク用グループウェアサーバの賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成24年７月10日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号  

５ 落札金額  

  60,543,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成24年５月25日  

 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

内 

藤 

敏 

夫 
 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

南
飯
能
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

飯
能
市
大
字
中
藤
下
郷
字
笹
子
一
〇
一

番
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
中
藤
下
郷
字

笹
子
一
〇
一
番
三
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
二
七
・
四
〇 

メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
十
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
九
年
六
月
六
日
第
二
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

   



 

一
○
二 

取
消
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
四
年
八
月

十
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
字
大
境
八
百
四
十
八
―
四
か
ら

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
字
大
境
八
百
五
十
―
十
三
ま
で 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

九
十
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

二
十
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

   



 

一
○
三 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
八
月

十
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
字
大
境
八
百
四
十
八
―
五
十
四

か
ら
埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
字
大
境
八
百
五
十
―
六
十

六
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

九
十
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

二
十
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
一
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 
六
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
八
月

一
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
新
久
字
富
士
塚
二
百
二
十
五
ノ
十
一
番

地
先
～
二
百
二
十
一
ノ
十
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
新
久
字
富
士
塚
二
百
三
十
七
ノ
七
番
地

先
～
二
百
二
十
五
ノ
十
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
根
岸
字
東
狭
山
九
十
六
ノ
十
六
番
地
先

～
九
十
七
ノ
五
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
根
岸
字
東
狭
山
九
十
七
ノ
五
番
地
先
～

九
十
六
ノ
十
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
中
神
字
中
狭
山
七
百
六
十
四
ノ
二
十
九

番
地
先
～
七
百
六
十
四
ノ
二
十
九
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
狭
山
台
字
武
蔵
野
百
七
ノ
三
番
地
先
～

百
十
九
番
地
先 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
狭
山
台
字
武
蔵
野
百
十
八
番
地
先
～
百

三
十
八
番
地
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル  

百
四
十
七
・
五
〇 

 
 
 

メ
ー
ト
ル 

三
十
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
七
・
九
〇
メ
ー
ト
ル  

三
十
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル  

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 
七
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
八
月

一
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
一
番
二
～
七
百
六
十

三
番
十
二 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
三
番
三
～
七
百
六
十

三
番
十
四 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
八
十
二
番
十
五
～
七
百
八

十
二
番
十
五 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
六
番
十
一
～
七
百
六

十
七
番
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
七
十
番
二
～
七
百
六
十
九

番
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
千
百
四
十
二
番
二
～
扇
台
二
丁

目
七
百
七
十
番
二 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
七
十
五
番
十
六
～
七
百
七

十
五
番
五 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
四
丁
目
六
百
八
十
番
二
十
二
～
六
百
八

十
番
四 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
四
丁
目
六
百
八
十
番
八
～
六
百
八
十
番

八 埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
七
十
七
番
六
十
一
～
七
百

七
十
七
番
五 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル  

四
十
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

五
十
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

百
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

十
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

十
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

一
・
〇
〇
～
六
・
〇
〇 

メ
ー
ト
ル 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

七
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
八
月

一
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
一
番
二
～
七
百
六
十

三
番
十
二 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
三
番
三
～
七
百
六
十

三
番
十
四 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
八
十
二
番
十
五
～
七
百
八

十
二
番
十
五 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
六
十
六
番
十
一
～
七
百
六

十
七
番
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
二
丁
目
七
百
七
十
番
二
～
七
百
六
十
九

番
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
千
百
四
十
二
番
二
～
扇
台
二
丁

目
七
百
七
十
番
二 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
七
十
五
番
十
六
～
七
百
七

十
五
番
五 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
四
丁
目
六
百
八
十
番
二
十
二
～
六
百
八

十
番
四 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
四
丁
目
六
百
八
十
番
八
～
六
百
八
十
番

八 埼
玉
県
入
間
市
扇
台
一
丁
目
七
百
七
十
七
番
六
十
一
～
七
百

七
十
七
番
五 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル  

四
十
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

五
十
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

百
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

十
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル  

十
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

一
・
〇
〇
～
六
・
〇
〇 

 

メ
ー
ト
ル 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



 

 指
定
番
号 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
入
間
市
東
町
一
丁
目
千
百
七
番
三
十
三
～
千
百
七
番

二
十
七 

 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル  

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
二
年
六
月
十
九
日
第
十
一
号
、
平
成
十
三
年
五
月
十
日
第
六
号
、
平
成
十
九
年
十
二

月
四
日
第
十
六
号
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日
第
十
四
号
、
平
成
十
九
年
十
二
月
四
日
第
十
六

号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 

 
 

十
号 

取
消
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年
七
月

十
一
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
一
本
松
九
十
五
～
字
水
堀

二
百
三
ノ
四 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
三
ノ
五
～
二
百

三
ノ
八 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
三
ノ
五
～
二
百

三
ノ
八 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
四
ノ
四
～
二
百

七
ノ
六 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
五
ノ
三
～
二
百

七
ノ
六 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

十
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
・
二
〇
メ
ー
ト
ル  

十
一
・
五
三
メ
ー
ト
ル  

二
十
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

四
・
五
〇
～
六
・
〇
〇 

メ
ー
ト
ル 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

五
・
九
〇
～
六
・
二
〇 

メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
四
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
一
年
三
月
九
日
第
十
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 

 

二
十
六
号 

取
消
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
四
年
三
月

二
十
六
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
藤
金
字
大
境
八
百
五
十
一
ノ
一
～
八

百
五
十
二
ノ
二 

 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル   

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル   

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
八
年
五
月
十
八
日
第
二
号
、
平
成
十
一
年
六
月
三
日
第
三
号
、
平
成
十
二
年
六
月
十

九
日
第
十
一
号
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
一
日
第
一
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り

消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 

 
  

四
号 

取
消
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
四
年
四
月

十
六
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
中
新
田
字
東
久
保
二
十
七
～
三
十
二

ノ
六 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
中
新
田
字
東
久
保
三
ノ
十
一
～
二
ノ

一 埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
二
十
一
～
二
百

十
二 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
下
新
田
字
水
堀
二
百
十
二
～
二
百
十

一
ノ
二 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

十
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

二
十
八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル  

九
十
・
九
〇
メ
ー
ト
ル  

四
十
四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
一
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

之
平 

伸 

一 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
二
十
四
年
九
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

平
成
二
十
五
年
度
当
初
教
職
員
人
事
異
動
方
針
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
二
号 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

一 

日
時 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

志
木
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 

    


